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（開示事項の経過）暗号資産金融事業への参入に関するお知らせ 
 

 

  当社は、本日会社法第 370 条に基づく取締役会決議に代わる書面決議により、暗号資産金融

事業への参入を決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

 

記 
 

１． 事業開始の趣旨 

3 月26日に開示した「新たな事業の開始に関するお知らせ」及び「第三者割当による新

株式及び新株予約権の発行、並びに主要株主の異動に関するお知らせ」に記載の通り、今

後の当社の成長を加速すべく協業・提携等の可能性について検討した結果、第三者割当に

よる新株式及び新株予約権の発行による資金調達を行い、「AIデータセンター事業への参

入及び暗号資産金融事業への参入検討することを決議しておりました。 詳細につきまし

ては、3月26日に開示した「新たな事業の開始に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

２． 新たな事業の概要 

（1）新たな事業の内容 

当社は、2025年3月26日付「新たな事業の開始に関するお知らせ」にて開示のとおり、

暗号資産金融事業への参入を検討してまいりましたが、このたび、同事業への参入を正式

に決定いたしました。 

なお、具体的な事業内容、開始予定サービスの概要、開始時期等の詳細については、今

後、これらの事項が確定次第、速やかに開示いたします。 

 

（2）当該事業を担当する部門 

Web3ユニット 

 

（3）当該事業の開始のために特別に支出する金額及び内容 

3月26日に開示した「第三者割当による新株式及び新株予約権の発行、並びに主要株主の

異動に関するお知らせ」の「暗号資産金融事業参入準備費用」に記載の通り、暗号資産運

用モデルの開発等に向けて、AI 領域で実績のある開発人材の採用費及び人件費として136

百万円、システム開発費として50百万円、マーケティング費として10百万円を2027年12月

まで継続して充当することを予定しております。 

 

会社名 株式会社イオレ 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 瀧野 諭吾 

      （コード：2334、東証グロース） 

問合わせ先 取 締 役 ト 貞方 渉 

   （TEL.03－6773－9067） 
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３． 日程 

（１）取締役会決議日 2025年７月１日 

（２）事業開始日 2025年７月１日 

 

４． 今後の見通し 

長期的に当社の業績向上に資するものと考えております。今期業績に与える影響は現在

精査中であり、重要な影響を与えることが判明した場合には、速やかに開示する予定で

す。 

 

 

以上 


